
令和元年度１月分 自治医科大学附属病院 事後検証結果 

 

１ ディスカッション期間：令和２年３月１６日（月）～令和２年３月２３日（月） 

２ 検証医師 米川医師、新庄医師 

３ 検証内容 CPA及びロード＆ゴー症例 対象症例６件（石橋消防３件、芳賀消防２件、小山消防１件） 

  搬送困難症例（石橋消防３件） 

  精神科症例 （小山消防１件） 

 

【検証事案】石橋救急隊 №４８ 

① ９０歳代女性、施設居室内にて意識レベルが低下しており、呼びかけに反応がほとんどない。と施設職員か

らの救急要請。通信指令課により三次医療機関に事前管制を実施し収容可能と回答を得る。傷病者は居室ベッ

ド上におり、施設職員が胸骨圧迫を実施中であった。（無効）傷病者に接触しＣＰＡを確認、ＢＶＭ換気は良

好、心電図波形は心静止。車内収容後、三次医療機関に特定行為の指示要請（静脈路確保、アドレナリン投与）

を実施。換気良好及び人員確保ができていたため気道確保にあっては指示要請せず病院到着となった症例。 

 

【検証前検証結果】 

・ＢＶＭ換気のみで搬送すべきなのか、器具による気道確保を実施すべきであったのか 

 

【署内検証結果】 

・静脈路確保、薬剤投与を優先した場合、挿入する時間がなく病着になる場合を除き気道確保デバイスは入れ

る活動をするのがよい。 

・器具による気道確保＋人工呼吸器に頼りすぎて、ＢＶＭの手技がおろそかになるのではという危惧がある。 

・ＢＶＭ換気良好の場合は、薬剤投与を優先させるために、いち早く静脈路確保を急ぎ、救命士が複数搭乗の

場合は、器具による気道確保を同時進行する。 

・ＢＶＭ換気の 1回換気量及び送気圧力が適正であるか判断する明確な客観的指標が無く、特にＣＰＡ時の胸

部挙上は傷病者によって差があり、ＢＶＭ換気のＥＴＣＯ2もどこまで信用して良いか不明であるので早期

に器具による気道確保をする。 

・補助換気もなるべく人工呼吸器に任せるようにしている。 

・不適正な換気は蘇生率に影響を及ぼすので、換気良好であっても器具による気道確保を実施し、人工呼吸器

による適正な換気を実施すべき。 

・器具による気道確保を実施することで人員に余裕ができ、胸骨圧迫する隊員と交換し、質の良い胸骨圧迫が

可能である。 

【検証結果】 

・換気の基本はＢＶＭ換気であるが、搬送症例につき xp で確保すると胃が膨満しているケースが散見されるの

で手技については引き続き訓練が必要。 

・ラリンゲアルチューブ、i-gei を挿入、固定、確認するのにそれほど時間を要しない手技であれば、積極的に

実施して良いのではないのか。 

・マンパワーありでＢＶＭ換気良好なら、器具による気道確保に時間を割くより、薬剤投与を優先した方がよ

い。また、ＢＶＭ換気良好であり収容医療機関まで近位であればＢＶＭ換気のみで良いのではないか。マン

パワー不足を予測して、器具による気道確保を選択してもよい。 

 



【検証事案】石橋救急隊 №２０４ 

② ５０歳代男性、会社同僚が座椅子に座り、顔面蒼白で冷たくなっている。と傷病者宅を訪れた会社の同僚か

ら通報。通報者に救急隊から連絡したところ、意識及び呼吸がないことが判明したため救急隊から口頭指導を

実施した。三次医療機関に事前管制を実施し収容可能と回答を得る。傷病者接触、ＢＶＭ換気抵抗あり、胸部

挙上不十分。喉頭展開するも異物なし。車内収容後、三次医療機関に特定行為の指示要請（i-gei,静脈路確保、

アドレナリン投与）を実施。現場引揚後、i-gei４号を挿入し病院到着となった症例。 

 

【検証事案】石橋救急隊 №３３９ 

③ ７０歳代女性、浴槽の中で母の意識、呼吸がない。浴槽から出して心臓マッサージをしている。と娘から   

の通報。傷病者に接触しＣＰＡ確認。ＢＶＭ換気不良。口腔内の吸引を継続するも換気不良。三次医療機関に

指示要請（気管挿管、静脈路確保、アドレナリン投与）を実施し処置の承認及び収容可能との回答を得る。現

場にて、気管挿管を実施し換気良好。現場引揚後、搬送中に静脈路確保を実施しアドレナリンを投与した症例。 

 

【検証前検証結果】 

上記２件（№２０４、№３３９）について 

・現場で気道確保を実施すべきなのか、救急車内で気道確保を実施すべきなのか 

 

【署内検証結果】 

・現場で短時間に出来ると判断した場合は現場で実施する。現場で時間がかかる、出来る環境でない又は搬送

経路が厳しい（２階からの搬送など）ときは車内で実施をする。その現場での各隊の判断で良い。 

・現場で実施するか車内で実施するかではなく、現場の状況に応じて、いち早く挿管が実施できる方法が理想

である。 

・気道確保を現場でするか、車内でするかは傷病者の状態にもよるので、どちらがいいとは言えないが、溺水

等で低酸素状態が長いのであれば一刻も早い酸素化が蘇生率を上げるのではないか。 

・先輩方がそうだったから、気管挿管を失敗したら現場滞在が伸びるから、車内収容中に指示要請すればロス

が少なくなるから、という理由で車内収容して搬送中に気道確保していましたが、車内収容は 2分以上かか

っているので現場でやった方が早い。風呂場の CPAは大体挿管するので、現着までに準備できている。傷病

者が蘇生するかどうかは別として、早く気道を確保することに越したことはない。 

・№339 は溺水が強く疑われるので現場で気道確保を行う 

・№204、№339：自宅内で活動スペースに制限があり、特定行為の指示要請の合間に車内収容すればタイムロ

スは最小限にできるため救急車内で実施する。施設内、溺水又は窒息の状況がはっきりしていれば現場で実

施することも考慮する。(施設の場合活動スペースがある。玄関から居室まで遠い。) 

・現場で実施しても確実に気道確保できるとは限らず、現場滞在の延長を招くため基本的な活動は救急車内に収

容してから実施している。車内収容中に特定行為の指示要請を実施し、車内収容後すぐに器具による気道確保

を実施したほうが現場滞在の短縮につながる。しかし、車内収容までにかなり時間がかかる場合（例えば、大

型商業施設、道路狭隘で現場から救急車まで距離がある）では、現場でトライしても良い。現場で実施するか、

車内で実施するかは隊長判断である。 

 

【検証結果】 

・器具による気道確保については、傷病者の状態・現場の状況・車内収容までにかかる時間を考慮した上で 現

場で実施するのかどうかを判断するべき。 

・傷病者の状態については、気道確保を優先すべきなのか、薬剤優先の活動をすべきなのかも考慮する必要があ



る。 

・現場で換気不良の場合、現場で早期に気道確保を実施するのが望ましい。ただし、現場の状況によっては、救

急車内での気道確保も選択肢とする。 

 

【検証事案】 芳賀救急隊 №１０ 

① ２階から転落し受傷。飲酒あり。当初本人は搬送拒否。自力歩行にて移動してしまうような状態を関係者と

ともに説得し、車内収容となる。ＢＰ７２/３５、ＰＲ１０６、普段から収縮期血圧は９０台との申告を受け

る。また、全身観察の結果明らかなＬ＆Ｇの所見がなく、直近二次医療機関を選定するも多忙により収容不能。

三次医療機関への搬送となる。搬送途上再度血圧低下を確認、ＭＣ医師に相談し、ショック輸液を行った症例。 

 

【検証前検証結果】 

・車内収容後の異常バイタルで三次医療機関選定でもよかったのではないか。 

 

【署内検証結果】 

・指摘のとおり、症例によってＬ＆Ｇの基準が変化することは避けるべきである。 

今後は過度にリスクを侵すことなく、症例によってＬ＆Ｇの基準が変化するのは避け、現場活動を行う。 

 

【検証結果】 

・初期評価において橈骨が弱く・早いというのはＬ＆Ｇに該当するのではないか？ 

今回の益子救急隊№４９の事案では、脈拍がやや早いでＬ＆Ｇを宣言している。症例によってＬ＆Ｇの基準が

変化するのは避けるべきである。外傷に関してのＬ＆Ｇは、初期評価→全身観察→受傷機転で判断するべきで

ある。 

 

【検証事案】 益子救急隊 №４９ 

② ７０歳代女性が交差点内において横断歩道を横断中に、時速２０～３０㎞で左折してきた普通乗用車に約

２～３ｍ跳ね飛ばされ負傷したもの。救急隊到着時、傷病者は歩道上に座位でおり普通乗用車の運転者に背

部側から支えられていた。初期観察結果、ＪＣＳⅠ桁、脈拍は橈骨動脈で充実して触知可能だがやや速い状

態、手掌部に冷汗・冷感を認めた。全身観察結果、負傷箇所は頭頂部に約５㎝の挫創、出血のみ。支えがな

ければ倒れこんでしまい、力が抜けた様な話し方から虚脱状態と判断。冷汗・冷感及び虚脱状態からショッ

ク状態と判断し、併せて高リスク受傷機転のためＬ＆Ｇを宣言。ドクターヘリを要請し、ランデブーポイン

トに到着後、医師の診断結果により、陸路で二次医療機関へ搬送となった症例。 

 

【検証前検証結果】 

・Ｌ＆Ｇを考慮すべき受傷機転であるが、生理学的評価でショック徴候を認めず。全身観察結果やバイタル測

定結果で判断しても良いのでは？ショック判断、根拠が曖昧である。 

 

【署内検証結果】 

・初期評価と受傷機転からＬ＆Ｇを宣言しドクターヘリを要請したが、結果として陸路搬送となり病院収容ま

で時間を要してしまった。発生場所からドクターカー要請でもよかった事案であった。今後傷病者の容態や

発生場所、早期医療介入をすべき事案であるかを考慮し、ドクターヘリとドクターカーの要請を使い分けて

いきたい。 

 



【検証結果】 

・外傷に関してのＬ＆Ｇは、初期評価→全身観察→受傷機転で判断するべきである。判断基準がぶれていなけ

ればこそ、オーバートリアージ、アンダートリアージの議論ができる。初期評価におけるショックか否かの判

断は、救命士の経験によって若干変わりうるかもしれないが、若手や判断に自信がない場合ほど大袈裟（＝オ

ーバートリアージ）に判断すべき。また、初期評価や全身観察で異常所見はないが、救命センター対応と判断

する症例については、そのとおりに伝達すること。判断基準がぶれていなければこそ、オーバートリアージ、

アンダートリアージの議論ができる。 

 

【検証事案】小山本署救急隊３２－１ 

① ７０歳代男性、重症肺炎・呼吸不全のため、市内Ａ病院から直近三次医療機関への転院搬送。救急隊接 

触時、院内で酸素投与および輸液処置あり。車内収容時の観察で敗血症性ショック（頻脈・血圧低下・発

熱・SPO2７０％台）と判断し、ＭＣ指示医師に心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保および輸

液を指示要請。２回穿刺するがバックフローなく中止したため、救命士報告したところ、院内で処置され

た輸液製剤（乳酸リンゲル液ではない）を急速輸液しながら搬送するようにとの指示あり。同乗看護師に

クレンメ操作を依頼し、急速輸液・補助喚気を行いながら搬送した症例。 

 

【検証のポイント】 

・転院搬送時の現場でのオンラインＭＣの活用と、転院元医師への処置に関する進言について 

 

【署内検証結果】 

・院内での輸液処置のみでは不十分と判断した点は良かった。 

・救急救命士が使用できる輸液製剤は乳酸リンゲル液のみであるため、転院搬送時に他の輸液製剤が使用され

ていた場合は、救命士自ら回路を操作することは適切とは言い難いので注意すること。（この事案は同乗看護

師が操作をしているため問題ない。） 

 

【検証結果】 

・搬送中は、転院元の医療機関に責任が生じることになるので、明らかなショック状態であるならば、現場出

発するまでに転院元の医師に対し、処置の追加を進言しても良かったのではないか。仮に、進言しづらい・

進言に応じてくれない場合は、オンラインＭＣで相談してくれれば転院元の医師と協議することは可能であ

る。それでも応じてくれない場合は、しっかりと報告書に記載すること。また、医療従事者が同乗する目的

の一つに緊急時の対応があるので、同乗看護師に依頼する方法も考えられる。 

 

【救急隊の意見】 

・救急隊の立場で、転院搬送に関して医師に進言するというのは、自分では難しいと考えます。転院は双方の

医師が傷病者情報を共有している上での活動となるはずです。ドクターカー等の医療ツールを使用する、進

言することは可能だったかと思いますので、次回からは考慮したいです。 

 

【搬送困難症例】石橋救急隊№１０７、№２７５、№２８６ 

（初診時重症以上で、医療機関収容依頼 4件以上または現場滞在 30分以上） 

① ８０歳代女性、特別養護老人ホームの入所者である傷病者が起床後から右下腹部痛があり、その後２回吐

血し救急要請となったもの。観察上、三次医療機関が適当であったが、施設入所者で情報の把握に時間を要

した症例。 



（現場滞在時間３５分、医療機関照会３件） 

・平日日中の時間帯でもあり、２次医療機関で対応可能と思われる。 

 

② ３０歳代女性、就寝中吐血し意識がはっきりしないと夫からの救急要請。傷病者は自宅２階寝室に仰臥位

でおり、意識障害を起こしていた。小失禁あり、口腔内を確認したところ、舌右側に咬傷と少量の出血を確

認した。小失禁により、濡れた衣類の着替え及び安静な搬送を行ったため、現場滞在に時間を要した症例。 

（現場滞在時間３４分、医療機関照会１件） 

・「吐血」との通報だが、これは舌咬傷からの出血であり、妊婦のてんかん・痙攣発作後と思われる。基礎疾

患は不明だが、元々治療中のてんかん発作、測定上の血圧は高くないようだが妊娠高血圧腎症や HELLP 症

候群を原因とする子癇発作、脳出血等が考えられ、母胎どちらに対しても迅速な医療機関への搬送が必要。

そのような状態に対する「濡れた衣服の着替え」の優先順位は下げるべきである。 

 

③ ７０歳代男性、自宅トイレで卒倒、意識及び呼吸ありと家族から救急要請。自宅トイレ内で右側臥位でお

り、トイレ及び臀部には黒色便が付着していた。バイタルサイン測定上、ショックでないため二次医療機関

から収容依頼を３件実施したが収容不可。４件目、三次医療機関に収容依頼を実施したが、患者対応中のた

め収容不可と回答を得る。５件目、別の二次医療機関へ依頼を実施し収容可能と回答を得る。収容医療機関

へ向け搬送中に吐血し容態変化、搬送時間を考慮し三次医療機関を再選定した症例。 

（現場滞在時間４８分、医療機関照会６件） 

・当初の評価から状態が変化または顕在化して活動方針をそれに応じて柔軟に変更することは大切なこと。 

・測定時のバイタルサインでは明らかなショックとは言えないが、卒倒は出血性貧血やショックの症状であ

る可能性を考慮する。 

 

【精神科症例】桑分署救急隊№２３ 

② ２０歳代女性、統合失調症でかかりつけの病院から処方された薬を４０錠服用した自損行為。救急隊接

触時、頻脈がみられるがその他のバイタルサインに特筆するべき異常が見られないため、当番・輪番病院

から選定開始。かかりつけ病院にも連絡するが収容不能。三次医療機関に収容となった症例。 

（現場滞在時間３０分、医療機関照会６件） 

【検証のポイント】 

・かかりつけ病院、二次医療機関で対応可能であったのではないか。 

 

【署内検証結果】 

 ・事前検証結果のとおり、救急隊は病院連絡時、かかりつけ病院、当番・輪番病院に傷病者の状態を正しく

説明し、対応可能であることを強く説明すべきであった。 

 

【検証結果】 

・内服してからかなりの時間が経過しても意識レベルの低下はなく、むしろ改善傾向で、明らかな精神症状

が出ているような状態でなければ二次医療機関でも対応可能であり、むしろ「救急車要請または救急搬

送」が適切ではいいがたい程度の症例であり、できるだけ通院先の精神科医療機関で対処していただけれ

ばと考える。 

 


